
 

 

 

 

 

 

 

   対象者 
浪江町に住民票があり、令和 8年 3月 31日までに 

20・30・40・50・60・70 歳になる人（定期検診中でも対象になります） 

   実施方法 
お近くの歯科医院 
※かかりつけの歯科医院がある方はかかりつけ医で検診を受けてください。 

※保険適用外になります。自費で検診を受けて、町へご請求ください。 

   助成金                           

上限 5,000円     
※検診以外の施術（クリーニングや歯石除去等）は助成対象外です。 

   検診内容 
歯や歯ぐきの健康状態の確認 

   実施期間 

令和 7年6月 1日（日）～令和 7年12月 31日（水） 
検診は期間内 1回に限ります。 

お問合わせ 浪江町役場 健康保険課 健康係 電話 0240-34-0249 

歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされ、歯ぐきや歯を支える骨など
が溶けてしまう病気です。30 歳以上の成人の約 80％がかかっていると言わ
れています。歯を守るために大切なのは予防、診断そして適切な治療です。 
この機会にぜひ検診を受け、お口の状態を確認しましょう。 
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